
令和３年（2021年）７月６日  

 

 

   仕様書の訂正について（お知らせ） 

 令和３年７月２日付でホームページに掲出いたしました「小田原市スポーツ施設管理運営

業務仕様書」の記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正をさせていただ

きます。 

 また、令和３年７月６日付で訂正した内容の仕様書に差し替えさせていただきましたので

御確認をお願いいたします。 

 

記 

 

＜訂正箇所１＞ P８  （2）業務内容 ア 施設管理業務 

正 誤 

（ヒ）建築設備点検（建築基準法第 12条第３

項）に関すること（年１回）。 

（ヒ）昇降機を除く建築設計点検（建築基準法

第 12条第３項）に関すること（年１回）。 

 

＜訂正箇所２＞ P12  （2）業務内容 ア 施設管理業務 

正 誤 

（ハ）昇降機を除く建築設備点検（建築基準法

第 12条第３項）に関すること（年１回）。 

（ハ）建築設計点検（建築基準法第 12条第３

項）に関すること（年１回）。 

 

＜訂正箇所３＞ P14  （2）業務内容 ア 施設管理業務 

正 誤 

（ヒ）昇降機を除く建築設備点検（建築基準法

第 12条第３項）に関すること（年１回）。 

（ヒ）建築設計点検（建築基準法第 12条第３

項）に関すること（年１回）。 

 

  



＜訂正箇所４＞ P20  別紙【市と指定管理者との業務区分】 

正 誤 

  

 

＜訂正箇所５＞ P21  【市と指定管理者のリスク分担】  

正 誤 

  

以上 

 

 


